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短期入所療養介護サービス利用料金表 

（介護老人保健施設 国府の里） 

令和３年８月１日現在 

〈入所基本利用料（１日あたり）〉※入所基本利用料については介護保険負担割合証の１割負担相当分の表示 

従来型個室利用の場合【基本型】 

区 分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１日につき 752 円 799 円 861 円 914 円 966 円 

 

多床室利用の場合【基本型】 

区 分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１日につき 827 円 876 円 939 円 991 円 1,045 円 

 

従来型個室利用の場合【在宅強化型】 

区 分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１日につき 794 円 867 円 930 円 988 円 1,044 円 

 

多床室利用の場合【在宅強化型】 

区 分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１日につき 875 円 951 円 1,014 円 1,071 円 1,129 円 

 

個室利用の場合【その他型】 

区 分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１日につき 737 円 782 円 845 円 897 円 948 円 

 

多床室利用の場合【その他型】 

区 分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１日につき 811 円 860 円 920 円 971 円 1,024 円 

 

〈各種加算（該当する場合に加算されます）〉 

区 分 費 用 内 容 

夜勤職員配置加算 
24 円 

（１日につき） 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、別に厚生労働大臣の

定める施設基準に適合している場合 

個別リハビリ 

テーション実施加算 

240 円 

（１日につき） 

医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が共同

して個別リハビリテーション計画を作成し、理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合 

認知症ケア加算  
76 円 

（１日につき） 

介護を必要とする認知症の入所者に対して短期入所療養介護サ

ービスを提供した場合 
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認知症行動・心理症状 

緊急対応加算（※1） 

200 円 

（１日につき） 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での

生活が困難であり、緊急に利用することが適当であると判断し

た場合(利用を開始した日から起算して 7 日を限度) 

緊急短期入所受入対応 

加算 

90 円 

（１日につき） 

居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない場

合であって、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、やむを

得ない事情等により、緊急短期入所療養介護を受ける必要があ

ると認められた場合（利用開始日から起算して 7 日を限度とす

る。ただし、利用者の日常生活上の世話を行う家族が疾病等や

むを得ない事情がある場合は 14 日を限度とする。） 

（※1）と同時算定不可 

重度療養管理加算 
120 円 

（１日につき） 

要介護４又は要介護５の方であって、別に厚生労働大臣が定め

る状態にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続し、か

つ療養上必要な処置を行った場合 

在宅復帰・在宅療養支 

援機能加算（Ⅰ） 

34 円 

（１日につき） 

一定期間の在宅に退所された方の割合や平均在所日数等、別に

厚生労働大臣が定める基準に適合した場合 

送迎加算 
184 円 

（片道につき） 

入所者の心身の状態、家族等の事情から送迎を行うことが必要

と認められる入所者に対して、その居宅から当施設までの間の

送迎を行う場合 

総合医学管理加算 
275 円 

（1 日につき） 

居宅サービス計画において計画的に行うことになっていない利

用者に対し、診療方針を定め、投薬、検査、注射処置を行い、

その内容等を診療録に記載し、又、かかりつけ医に必要な情報

提供を行った場合 

（7 日を限度） 

療養食加算 
8 円 

（１回につき） 

医師の指示箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を要す

る糖尿病食・貧血食等を提供した場合（１日につき３回を限

度） 

認知症専門ケア 

加算（Ⅰ） 

3 円 

（１日につき） 

介護を必要とする認知症の入所者の割合が入所者の総数の

50％以上で、その入所者に対し専門的な認知症ケアを行った場

合 

(Ⅱ) 
4 円 

（１日につき） 

(Ⅰ)の要件に加え、認知症介護指導者養成研修修了者を 1 名以

上配置し、認知症ケアの指導、研修計画の作成・実施をした場

合 

緊急時治療管理 
518 円 

（１日につき） 

緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を実施し

た場合（1 月に 1 回、3 日を限度） 

サービス提供体制加算(Ⅰ) 
22 円 

（1 日につき） 

介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が 80％以上の場

合、又は、介護職員総数のうち勤続 10 年以上の介護福祉士の

占める割合が 35％以上の場合 

(Ⅱ) 
18 円 

（1 日につき） 

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が 60％以上の

場合 

(Ⅲ) 

(いずれか一つ) 

6 円 

（1 日につき） 

介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が 50％以上の場

合、又は、介護職員総数のうち勤続 7 年以上の介護福祉士の占

める割合が 30％以上の場合、又は常勤職員が 75％以上の場合 

介護職員処遇改善 

加算（Ⅰ） 

「（1）基本料金及び各種加算料金」において該当する料金を 1 月あたりで合算

し、その合算額の 1000 分の 39 に相当する金額 

介護職員処遇改善 

加算（Ⅱ） 

「（1）基本料金及び各種加算料金」において該当する料金を 1 月あたりで合算

し、その合算額の 1000 分の 29 に相当する金額 

介護職員処遇改善 

加算（Ⅲ） 

「（1）基本料金及び各種加算料金」において該当する料金を 1 月あたりで合算

し、その合算額の 1000 分の 16 に相当する金額 

介護職員等特定処遇 

改善加算（Ⅰ） 

「（1）基本料金及び各種加算料金」において該当する料金を 1 月あたりで合算

し、その合算額の 1000 分の 21 に相当する金額 

介護職員等特定処遇 

改善加算（Ⅱ） 

「（1）基本料金及び各種加算料金」において該当する料金を 1 月あたりで合算

し、その合算額の 1000 分の 17 に相当する金額 
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新型コロナウイルス感染症への対

応 

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、基本料金に

0.1％を上乗せする。（令和 3 年 9 月末まで） 

 

〈食費及び居住費〉 

区 分 料金(日額) 内 容 

食 費 1,850 円 
食材料費(ｵﾔﾂ含)・調理費等 

内訳（朝食 560 円・昼食 690 円・夕食 600 円） 

居住費 

 （滞在費） 

個 室 2,343 円 室料・光熱水費相当 

多床室 662 円 光熱水費相当 

 

〈その他の費用〉 

区 分 料金(日額) 備 考 

日常生活品費 153 円 

石鹸・シャンプー・ティッシュペーパー・お茶・おしぼ

り・バスタオル等、入所者の皆様が日々共通で使用する

ものの費用 

教 養 娯 楽 費 102 円 レクリエーション等の材料費・教養関係費用等 

クリーニング代 実  費  

テレビ賃貸料 122 円 
(ﾚﾝﾀﾙ料 60 円・電気料金 62 円) 

原則として施設のテレビをご覧ください。 

電化製品持込料 

（消費税含む） 
62 円 １点につき１日あたり（テレビは除く） 

美 容 代 実  費 月１回実施 

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種料 実  費  

文 書 料 

1 通当たり 

（消費税含む） 

5,500 円 診断書（保険・年金・生命保険等） 

3,300 円 情報提供書（紹介状） 

3,300 円 補装具・車椅子交付・修理意見書 

 550 円 文書等（写し）・領収書（写し） 

＊オムツは基本料金に含まれています。オムツ等の補充については必要ありません。 

 

〈キャンセル料〉 

①サービスの利用開始前のキャンセル 

連絡の時期 キャンセル料 備 考 

サービス利用開始日の前々日まで いただきません。  

サービス利用開始日の前日まで 
当月提供予定分の基本料金の １割負

担相当分の 50％の額×１日分 容 体 急 変 の 場 合 等

は 、 い た だ き ま せ

ん。 サービス利用開始日の当日 

当月提供予定分の基本料金の１割負

担相当分の額×１日分及び食費×１日

分 
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②サービスの利用開始日以降のキャンセル 

キャンセル料 備 考 

基本料金の１割負担相当分の 50％の額 

×利用予定残日数 
容体急変の場合等はいただきません。 

 


